
 

仕 様 書 

 

１．品  名  液体のり 外14点買入 

 

２．内  訳   
 品 名 メーカー・規格・寸法 数量 単位 備考 

１ 液体のり 
ツインタイプ（太・細） 50ml 
 

20 本  

２ 液体のり＜補充用＞ 
500ml 
NO．1に対応するもの 

1 本  

３ 

 

ふせん 
縦50×横15mm 

１箱50パッド １ 

 

箱 
 

４ ふせん 

縦75×横12.5mm 

１箱40パッド 

 
１ 箱  

５ 

ホワイトボードマーカ

ー 

 

色：黒色 

１箱12本入 

軸（径）：15㎜ 中字 

１ 箱  

６ 
ホワイトボードマーカ

ー 

色：赤色 

形状：丸芯 
５ 本  

７ 
ホワイトボードマーカ

ー 

色：青色 

形状：丸芯 
５ 本  

８ 
ホワイトボードマーカ

ー 

色：緑色 

形状：丸芯 
５ 本  

９ クラフトテープ テープ幅（幅×長）：50㎜×50m ５ 巻  

10 
布テープスーパーエコ

ノミー 
テープ幅（幅×長）：50㎜×25m ３ 巻  

11 カットフォルダー 

色：ピンク １パック４枚入り 

材質：ファイルカード紙 

外寸（縦×横）：240×311㎜ 

見出し高：15㎜ 

最大マチ幅：20㎜ 

仕様：ファスナー用の切れ目があります 

マチ用の折り目が 10 ㎜間隔で２本入って

います 

１ パック  



12 
一般用ラベル 

＜白無地ラベル＞ 

ラベル（縦×横）：50㎜×75mm １パック

20片 

シート数10枚 

60 パック  

13 養生用テープ 
半透明 １巻 

  
20  巻  

14 
大判インクジェット 

用紙 

サイズ：幅914mm×長さ50m 

１箱：２本入 

タイプ：普通紙 

３  箱  

15 
のぼり旗用  

ポンジクロス 

610mm×20m  

※Canon製大判プリンター TX-4000に 対応

したもの 

１  個  

 

３．納  期  令和８年７月17日（金） 

４．納入場所  福島区大開１丁目８番１号 

         大阪市福島区役所 保健福祉課（健康推進） 

 

５．そ の 他 

・品名はあくまで参考とする。 

・同等品以上で納品する場合は、比較見積書提出前に福島区役所保健福祉課（健康推進）までサン

プル品（カタログ可）を提示し、了承を得たものに限る。 

・本仕様書に疑義があるときは、比較見積書提出前に福島区役所保健福祉課（健康推進）疋田 

（電話06-6464-9882）まで問い合わせること。 

・契約後の疑義は、すべて本市の解釈とする。 

・搬入に際しては細心の注意を払い、建物等損傷を与えないこと。 

・大阪市グリーン調達方針に定める基準を満たすこと。 

・納入時期については、事前に事業担当と連絡調整を行い、土・日・祝日等の閉庁日を除いた平日

の午前９時から午後５時までの間に完了すること 

・納品の際は、納品物品の名称及び数量等が確認できる「納品書」を提出すること 

・納品時等において建物等へ損傷を与えた場合は、受注者の負担により原状回復を行うこと 

・納品に際して発生する廃棄物等の処理は、受注者の責任において行うこと 

・納入時における搬入用車両の駐車場所については事業担当の指示に従うこと 



グリーン配送に係る特記仕様書  

  

１ 本契約に基づき物品等を大阪市に納入する際には、車種規制非適合車以外の自動車である、大阪

市グリーン配送適合車（以下「グリーン配送適合車」という。）を使用しなければなら

ない。  

 注 「車種規制非適合車」とは「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減

等に関する特別措置法（自動車NOx・PM法）」に定める窒素酸化物排出基準又は粒子状物質排出基準に適合しない

自動車である。  

なお、物品配送業務を他人に委託するときは、受託人の使用する自動車についてグリーン配送

適合車の使用を求めること。  

２ 本契約締結後速やかに、本市が別途定める様式により、物品配送業務に使用する自動車がグリーン配送適合

車である旨の届出を環境局環境管理部環境規制課あて行うこと。ただし、既に本市に届出済みの自動車を使

用する場合又は次の各号に定める自動車を使用する場合はこの限りではない。  

(1) 大阪府グリーン配送実施要綱に基づく大阪府グリーン配送適合車  

(2) 神戸市グリーン配送ガイドラインに基づく神戸市グリーン配送適合車  

３ 本市に届出済みのグリーン配送適合車に、グリーン配送適合ステッカーを貼付すること。  

４ 物品等を納入した際に、本市職員が確認のため「グリーン配送適合車届出済証」等の提示を求めた場合には、

協力すること。  

  

大阪市グリーン配送に関する問合せ  

大阪市環境局環境管理部環境規制課   

自動車交通環境対策グループ 

電 話：０６－６６１５－７９６５  

 

 

 

 

 

 

 



契約事務の適正化に関する特記仕様書 

発注者と本契約を締結した受注者は、この契約の履行に関して、発注者の職員から違法又は不適正な要求を受け

たときは、その内容を記録し、直ちに発注者の企画総務課（連絡先０６－６４６４－９６２５）に報告しなけれ

ばならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



生成AI利用に関する特記仕様書 

 

受注者又は指定管理者（再委託及び再々委託等の相手方並びに下請負人を含む）が生成AIを利用す

る場合は、事前に発注者あて所定様式により確認依頼をし、確認を受けるとともに、「大阪市生成AI

利用ガイドライン（別冊 業務受託事業者等向け生成AI利用ガイドライン第1.1版）」に定められた以

下の利用規定を遵守すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


